
通　学　費　内　訳　書
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（注）　通学費内訳書は、施設又は里親等が作成する。
高等学校在学児童の通学に際し、その地域のほとんどすべての児童が自転車を利用している場合又は定期券の経費よりも自転車を購入したほうが
経済的である場合においては、自転車購入に必要な最低必要額（修理代を含む。）を支弁して差し支えない。
　　　　　　 また、学校の指導により自転車通学する児童全員にヘルメット着用を義務づけている場合は、ヘルメットの購入費を合わせて支弁して差し支えない。














	通　学　費　内　訳　書通学費内訳書は
里親様が作成してください

	里親名
	〇〇　〇〇

	児童名
	〇〇　〇〇


【通学費内訳書】
	金額
	

	
	

	
	４月分
	５月分
	６月分
	７月分
	８月分
	９月分
	10月分
	11月分
	12月分
	１月分
	２月分
	３月分
	計
	

	バス定期券
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	3,500
	42,000
	

	電車定期券
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	60,000
	

	自転車購入費
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	8,500
	122,000
	


（注）　通学費内訳書は、施設又は里親等が作成する。（上記により証明を受けた通学方法に係る経費が対象）
中学校、高等学校在学児童の通学に際し、その地域のほとんどすべての児童が自転車を利用している場合又は定期券の経費よりも自転車を購入したほうが
経済的である場合においては、自転車購入に必要な最低必要額（修理代を含む。）を支弁して差し支えない。
　　　　　　 また、学校の指導により自転車通学する児童全員にヘルメット着用を義務づけている場合は、ヘルメットの購入費を合わせて支弁して差し支えない。

